
11 第  29 号 神奈サ|1県職労退職者こだま会 J994年 十`r成 6年 )6月 1日

退

職

者

道
が
あ
る
か
ら
歩
く
の
で
は
な
い
。

歩
く
か
ら
道
が
で
き
る
の
で
す
。

¬
サ
し

だ
ま
△
=
L

は
助
け
合
い
の
道
を
つ

く
り
ま
す

日B日]呂日島慰置と11日■■■日｀E「― ― mヽ ドトー

「旅行の会J弘前城夜桜見物、回沢湖、十

角館武家屋敷、横手城めぐり

4月 26日匁～2敏木|に2泊 3日 、みちのくの

旅へ、岩手県湯本温泉、青森県茂虫温7Tでの

入浴、お料理は、時飾柄地場産のお米の味 も

おいしく何処 も桜力対前開で 「雪月化Jの 絶景

に一生の思い出の旅となった。

(上の写真は秋田県横手jhk跡公店にて)

呼
び
や
す
く
、

れ
し
み
や
す
い
会

へ
と
の
名
称
変
更
で
、

　

九
八
五
年

一昭

６０
）
三
月
成
立
当
初
の

「，
■
会
」
か
ら
変
わ
っ
た

「
こ
だ
ま
会
」

「
こ
だ
ま
会
」
と
は
、

―――
の
こ
だ
ま
の
ご
と
く
、

公
虫
が
呼
べ
ば
、

そ
の
要

前
に
す
ぐ
応
え
ら
れ
る
よ
う
な
会
に
「

そ
し
て
、

そ
の
料
き
は
限
り
な
く
拡
が

り
、

＝
せ
て
質
の
高
い
会
を
Ｈ
精
す
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

維
会
開
催
御
案
内

「退
職
者
こ
だ
ま
会
」

第
十
回
定
期
総
会

ｏ
と

　

き

六
月
二
一十
日
州

午
後
二
時
～
四
時

ｏ
と

こ

ろ

枚
浜
市
中
区
海
岸
通
り

一
～

一

横
浜
市
港
湾
労
働
会
館

電

話
）
〇
四
五

昴

≧

天

四
エ

ー

◇

―

◇

―

◇

―

な
お
、
す
」出
席
の
方
に
は
交
通
費
（車

代
）
と
し
て
粗
市
を
進
■
し
ま
す
。

ま
た
、

裕
会
終
ｒ
後
引
杭
き
県
庁
新

庁
令
裏
側
の
挫
協
会
館
地
下
食
堂
に
於

て
懇
親
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

「
退
職
者
こ
だ
ま
会
」
な
ら
で
は
の

心
温
ま
る

一
日
に
し
ま
し
ょ
う
。

「加
入

の
お
す
す
め
、

と

会
費
納
入
ご
案
内
』

「
退
職
者
こ
だ
ま
公
」

へ
加
人
ご
希

】
の
方
に
は
、

肌
約
　
大
会
中
込
十
、

公
投
振
込
用
祇
な
ど
お
送
り
し
ま
す
。

お
中
込
く
だ
さ
い
て

・
所

在

地

〒
加
　
杖
浜
巾
中
に
本
町
円
の
モ
ヒ

神
奈
川
県
職
労
事
務
，‐‐，
内
一３
Ｆ
分
生
）

「
込
職
ィ

こ
だ
ま
会
」
化

一電
柄
）
０
四
ｉ
二

●

一
二

一
一
一

一内
縦
七
ブし
下

〓
）

の
四
■
■
　
〓

ご

〓
一
七
九

・
振
替
口
座

横
浜
銀
行
Ｌ
庁
支
店

キ
地
預
金

――
庫
舌
け八

七
八

一　
一九

神
奈
川
県
労
働
金
Ｌ
本
席

苫
迪
淑
今

回
昨
希
サ一

四
人
六
円

．

叫
使
扶
件

Ｈ
庄

０
〇
一
九
０
十
九
十

六
六
Ｉ
八
〇

会
黄
関
係

‐―‐
入

′、ム
金
　
な
し

２‐
終
身
会
生

　

一Ｉ
、

０
●
Ｏ
円

な
お
、

年
公
世

ｉ
ド
ウ
●
●
円
も
あ
り

ま
す
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一
九
九
二
年

（平
成
二
年
）
度

経

過

報

告

こ
の
一
年
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

平
成

大
不
況
は
政
治
の
不
安
定
も
加
わ
っ
て
長
期

化
の
様
相
を
み
せ
、

今
日
に
至
っ
て
い
る
。

ま
た
、

厚
生
省
を
中
心
と
す
る
福
祉
厚
生
行

政
は
、

省
益
の
官
僚
主
導
の
下
に
、

財
源
押

制
を
主
眼
と
し
て
非
情
な
反
国
民
的
省
庁
と

も
い
え
る
姿
勢
は
、

年
金
の
改
正
、

国
立
病

院
に
お
け
る
賃
金
職
員
の
整
理
に
よ
る
医
療

体
制
の
崩
壊
的
現
象
な
ど
、

高
鈴
者

・
退
職

者
及
び
弱
者
に
と
っ
て
今
ま
で
に
な
く
厳
し

い
情
勢
に
な
っ
て
い
る
。

Ｏ
退
職
者
会
を
と
り
ま
く
情
勢

こ
の
よ
う
な
情
勢
に
対
応
す
る
た
め
に

は
、

退
職
者
が
団
結
組
織
し
、

退
職
者
会
を

強
固
に
す
る
必
要
が
緊
急
な
る
に
も
不
拘
、

現
実
は
厳
し
い
状
況
が
相
変
ら
ず
特
続
し
て

い
る
。

そ
し
て
退
職
者
が
関
心
の
な
い
理
由

を
県
退
職
者
に
つ
い
て
推
察
す
れ
ば
、

働
　
退
職
者
は
退
職
者
会
に
入
ら
な
く
て

も
、

な
ん
と
か
な
る
と
い
う
自
己
中
心
主

義
０
　
退
職
し
た
ら
外
部
か
ら
束
縛
さ
れ
た
く

な
い
と
い
う
自
由
主
義

０
　
以
前
の
退
職
者
の
よ
う
な
中
進
採
用
者

が
少
な
く
、

公
的
年
金
、

退
職
金
な
ど
で

経
済
的
余
裕
の
あ
る
層
が
ふ
え
て
い
る

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、

退
職
者
の
う
ち
、

退
職
者
会
に
入

会
す
る
者
は
推
計
す
る
と
、

毎
年
約
四
百
名

前
後
の
退
職
者
の
う
ち
、

約
半
数
が
い
ず
れ

か
の
退
職
者
会
へ
加
入
す
る
も
の
と
推
計
で

き
る
。

こ
の
う
ち

の
　
「
か
も
め
会
」
は
、

退
職
者
の
う
ち
退

職
時
に
管
理
職
に
あ
っ
た
者
の
多
く
が
、

退
職
後
も
職
員
課
や
弘
済
会
な
ど
旧
職
制

に
対
す
る
義
理
立
て
か
ら
入
会
す
る
ケ
ー

ス
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

０
　
当

「
こ
だ
ま
会
」
に
は
管
理
職
の
可
成

り
の
部
分
が
入
会
す
る
も

一
般
的
職
員
層

が
多
く
占
め
、

と
く
に
、
Ｐ
」
だ
ま
会
」

に
加
入
し
て
引
続
き
全
労
済
、

火
災
共
済

に
継
続
契
約
を
希
望
す
る
も
の
、

及
び
、

他
の
退
職
者
会
と
比
較
評
価
し
て
入
会
さ

れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

い
　
県
職
労
か
ら
分
か
れ
て
、

第
二
組
合
を

設
立
し
た
自
治
労
県
職
労
が
音
頭
を
と
っ

て
つ
く
っ
た

「
い
ち
ょ
う
会
」
は
、

県
職

労
に
対
す
る
違
和
感
の
あ
る
も
の
、

及
至

そ
の
役
員
の
関
係
部
局
の
退
職
者
が
多
い

と
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
「
か
も
め
会
」
Ｆ
」

だ
ま
会
」
「
い
ち
ょ
う
〈Ｆ

の
入
会
加
入

比
率
は
、

現
状
で
は
、

多
少
の
振
幅
は
あ

る
が
、　

一
一
〇
対
六
〇
対
三
〇
の
比
率
で

推
移
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ｏ
当
会
会
員
入
会
状
況
と
加
入

へ
の
取

組
み

昨
年
二
月
末
日
現
在
の
当
会
員
数
は
五
五

三
名

（年
会
費

一
〇
九
名
、

終
身
会
費
四
四

四
名
）
で
あ
っ
た
が
、

本
年
二
月
末
現
在
の

会
員
数
は
六

一
七
名

（年
会
費
人

一
名
、

終

身
会
費
五
三
六
名
）
で
こ
の
一
年
間
で
六
四

名
の
増
加
で
あ
る
。

当
会
へ
の
加
入
取
組
み

と
し
て
は
、

年
間
を
通
し
て
当
会
報
を
県
職

労
組
織
の
支
部
分
会

へ
の
配
布
に
よ
る
Ｐ

Ｒ
、

全
労
済
火
災
共
済
の
退
職
時
に
於
け
る

維
続
更
新
の
際
の
加
入
勧
告
、

そ
れ
と
平
成

四
年
度
か
ら
県
職
員
課
主
催
に
よ
る

「
退
職

予
定
者
説
明
会
」
で
の
Ｐ
Ｒ
、

ま
た
、

今
年

で
三
回
目
の
県
職
労
各
支
部
主
催
の

「
退
職

者
慰
労
と
激
励
の
集
い
」
で
の
Ｐ
Ｒ
を
例
年

通
り
実
施
、

ま
た
、
「
再
雇
用
非
常
勤
職
員
」

の
う
ち
県
職
労
組
合
員
の
方
々
へ
の
会
報
提

供
送
付
な
ど

一
部
の
支
部
で
実
施
、

漸
次
拡

大
へ
努
め
て
い
る
。

Ｏ
執
行
体
制
の
概
況

事
務
処
理
に
つ
い
て
は
、

従
前
通
り
毎
月

火
曜
日
を
中
心
に
、

役
員
四
人
体
制
で
継
続

的
に
実
施
し
て
来
た
が
、

会
員
の
増
加
や
、

全
労
済
及
び
趣
味
の
会
の
事
務
量
の
増
加
で

臨
時
的
に
出
勤
日
数
も
増
え
、
ま
た
事
業
内

容
に
よ
っ
て
は
自
宅
で
処
理
す
る
こ
と
も
日

常
活
動
に
な
っ
た
。

い
ず
れ
も
役
員
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
に
依
頼
せ
ざ
る
を
得
な
い

が
、

こ
れ
ら
が
比
較
的
円
滑
に
推
移
し
て
い

る
背
景
に
は
、

県
職
労
の
有
形
、

無
形
の
協

力
、

助
成
が
あ
る
こ
と
も
評
価
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

ま
た
、

第
九
回
通
常
総
会
で
副
代
表
幹
事

川
村
貞
夫
氏
が
病
気
の
為
辞
任
し
た
い
旨
要

請
が
あ
っ
た
の
で
、

十
二
月
の
幹
事
会
に
諮

っ
た
と
こ
ろ
、

承
認
了
解
さ
れ
た
。

な
お
、

昨
年
の
第
九
回
通
常
総
会
で
新
し

い
役
員
が
多
数
選
出
さ
れ
た
の
で
、

幹
事
会

も
従
来
に
も
増
し
て
活
性
化
さ
れ
た
と
期
待

が
も
た
れ
る
。

Ｏ
全
労
済
関
係
業
務

民
間
の
生
保
、

損
保
が
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊

の
余
波
を
受
け
て
、

保
険
料
の
値
上
げ
、

災

害
時
の
補
償
査
定
の
厳
し
さ
な
ど
か
ら
非
営

利
の
全
労
済
、

と
り
わ
け
火
災
共
済
の
加
入

が
増
加
し
て
お
り
、

こ
の
事
務
処
理
も
次
第

に
増
加
し
、

将
来
に
向
け
て
対
応
を
考
え
る

（次
頁
へ
つ
づ
く
）
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（前
頁
か
ら
つ
つ
く
）

必
要
が
あ
る
。

Ｏ

「趣
味
の
会
」
の
充
実
拡
大
と
対
応

会
員
の
要
求
と
期
待
の
多
い
「趣
味
の
会
」

の
う
ち
、
「
歴
史
教
室
、

歴
史
散
歩
の
会
」

は
特
別
講
師
荒
井
太
郎
氏
の
献
身
的
奉
仕
活

動
と
、

世
話
人
の
努
力
に
よ
っ
て
盛
況
の
一

途
を
辿
っ
て
お
り
、

最
近
で
は
、

参
加
者
が

教
室
の
定
員
を
超
過
す
る
な
ど
の
現
象
が
起

っ
て
い
る
。

こ
の

一
年
間
に
開
催
、

実
施
さ
れ
た
回
数

は
、
「
歴
史
教
室
」
が
四
回

（第
十
三
回
～

十
六
回
）
、
「歴
史
散
歩
の
会
」
が
二
回

⌒第

七
回
十
八
回
）
で
あ
っ
た
。

次
に

「旅
行
の
会
」
は
、

部
会
員
数
が
約

四
十
名
で
あ
る
が
、

こ
の
一
年
間
に
二
回
、

一
泊
二
日
の
旅
を
企
画
実
施
、

参
加
者
は
い

ず
れ
も
十
余
名
で
あ
る
。

行
先
は
、

口
信
州

八
ヶ
岳
ほ
か
の
山
梨
県
石
和
温
泉
ほ
か
で
こ

の
ほ
か
年
忘
れ
下
田
温
泉
は
年
末
を
推
え
、

参
加
者
が
少
な
か
っ
た
の
で
中
止
し
た
。

「健
康
ウ
ォ
ー
ク
の
会
」
で
は
、

四
月
に

は
お
花
見
健
康
ウ
ォ
ー
ク
を
鎌
倉
山
方
面

へ
、

ま
た
、

五
月
に
は
宮
ヶ
瀬
ダ
ム
エ
事
視

察
を
兼
ね
て
実
施
し
た
。

な
お
宮
ヶ
瀬
ダ
ム

方
面
を
除
い
て
は
参
加
者
も
少
な
か
っ
た
の

で
改
め
て
、

今
後
の
進
め
方
を
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
「シ
ル
バ
ー
料
理
教
室
」
を

六
月
に
実
施
し
た
が
、

参
加
者
か
ら
は
引
続

き
開
催
の
要
望
が
多
い
が
、

講
師
や
、

会
場

確
保
に
制
約
が
あ
る
の
で
、

こ
れ
ま
た
、

前

向
き
の
方
向
で
検
討
が
迫
ら
れ
て
い
る
。

ｏ
会
報

の
発
行

当
会
の
目
玉
で
も
あ
る
会
報
は
、

年
三
回

発
行
を
基
準
に
、

年
金
、

保
健
、

老
人
介
護
、

な
ど
の
情
報
と
趣
味
の
会
行
事
報
告
な
ど
多

彩
な
内
容
の
提
供
を
中
心
に
編
集
し
て
お

り
、

会
員
の
他
、

県
職
労
を
通
じ
て
支
部
、

分
会

へ
の
配
布
ま
た
県
関
係
部
局
へ
も
発
行

の
都
度
直
接
配
布
し
当
会
の
Ｐ
Ｒ
及
び
話
し

合
い
の
場
に
活
用
し
て
い
る
。

発
行
に
は
日
常
に
お
け
る
情
報
資
料
収
集

や
取
材
な
ど
労
力
を
要
す
る
事
業
で
あ
る
。

９３
年
１
月
、

県
自
治
体
退
職
千
会
が
横
浜

市
従
退
職
者
会
と
当
会
を
中
心
に
結
成
さ
れ

た
が
、

９４
年
１
月
に
は
鎌
倉
市
職
労
退
職
者

会
が
次
い
で
結
成
、

参
加
を
み
た
。
ま
た
、

中
央
交
渉
に
重
要
な
役
割
を
も
つ
、

全
国
中

央
組
織
が
緊
急
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
が
、

去
る
二
月
、

全
国
的
に
大
き
な
力
を
持
っ
て

い
る
、

東
京
、

大
阪
、

京
都
、

名
古
屋
と
積

浜
の
工
大
都
市
の
退
職
者
会
に
よ
る
準
備
打

合
せ
が
行
わ
れ
、

中
央
組
織
の
結
成
に
向
け

た
話
し
合
い
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

事務局だより (主な行事など)
(19934 1～ 1994331)

年 月 日 目項 年 月 日 項 目

1993 4  5

4 10

4 15

4 23

5  1 2

5 2 1

5  2 2

6 1

6 15

6 26

6 28

7  9 ～ 1 0

7 23

9 17

9 25

9 27-ヤ28

健康ウォーク 味 倉お花見」大仏、源氏山、

八幡宮他 串 田 和 口L■話人

県職労役員県退職者激励会に当会役員参加

こだま会危例幹事会

第 7回 歴史散歩 (荒井講師)「藤沢市周辺史

跡めぐりJ
こだま会1993年度会計監査 (本田監事、上野

監事)

第13回歴史教室 (荒井講師)「偉大なるかな

忍性」

健康ウォーク 「官 ヶ瀬ダム周辺」」ヽ野田 和

国世話人

こだま会会報26号発行

こだま会定例幹事会

第 3回 料理教室 (横山講師 上 野講師)

こだま会第 9回 定期総会

第 4回 旅行会 (県観光バス)「新緑の人ヶ岳

霧ヶ峰高原J

第14回歴史教室 (荒井講師)「江の島とその

周辺の史跡」

神奈川県自治体退職者会第 2回 定期結会に役

員参加

こだま会定例幹事会

第 5回 旅行会 (県観光バス)「初秋の石和温

泉 勝 沼ぶどう分 り 忍 野人海J

1993 10 1

10 19

10 22

11 24

12 7

1994 2  1

2 16

2  7

～24

3  1 0

～25

3

こだま会会報27号発行

こだま会定炉J幹事会

第 8回 歴史散歩 1荒井講師)「龍口寺、常立

寺と江の島一出J

第15回歴史教室 (荒井講師)「東海道平塚宿

周辺の史跡!
こだま会定伊J幹事会

こだま会会報28号発行

年金問題学習会 (横浜市従会館)に 当会会員

参加

県職員謀主催県退職予定者説明会に当会役貝

分担参加

2 7自 治会館、 210平 塚、 215高 相合庁、

224自 治会館

県職労支部主催退職組合員懇親会へ当会役員

分担参加

310本 庁支部、 311横 須賀三浦支部 西 湘

支部

316横 浜北支部、 317湘 南支部、 325横

浜南支部

第16回歴史教室 (荒井講師)「義経を巡る女

人京史」

(備考)原 則として毎週火曜日に役員4名が出勤し事務

処理等に当った。
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一
九
九
四
年

（平
成
六
年
）
度

活

動

方

針

（案
）

ｏ
会
員
加
入
対
策

こ
れ
か
ら
の
高
齢
者
、

退
職
者
社
会

に
向
け
て
、

退
職
者
会
の
役
割
が
大
き

く
な
る
に
つ
れ
、

当
会
員
の
増
加
に
つ

い
て
は
、

経
過
報
告
で
も
述
べ
た
と
お

り
、

困
難
な
条
件
が
あ
る
が
、

要
は
、

不
断
の
絶
え
ま
ざ
る
日
常
活
動
に
ま
つ

こ
と
に
つ
き
よ
う
。

そ
の
方
策
と
し
て
は

ω
、

従
来
の
と
お
り
、

年
度
末
に
お
け

る
、

職
員
課
主
催
の

「退
職
予
定
者
説

明
会
」
で
の
意
欲
的
な
Ｐ
Ｒ
活
動
と
、

県
職
労
支
部
主
催
の

「退
職
者
の
慰
労

と
激
励
の
会
」
に
対
す
る
入
会
の
誘
い
。

更
に
当
会
報
配
布
並
に
県
職
労
広
報
紙

の
誌
上
で
の
広
報
活
動
な
ど
将
来
に
向

け
て
の
現
役
職
員
に
対
す
る
Ｐ
Ｒ
な
ど

も
欠
か
せ
な
い
。

本
年
度
か
ら
力
を
入
れ
る
べ
き
方
策

と
し
て
は
、

再
展
用
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
働
き

か
け
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
引
続

い
て
県
戦
労
組
合
員
に
な
ら
れ
る
者
に

対
し
て
は
、

職
場
を
通
じ
て
直
接
本
人

あ
て
、

当
会
報
を
送
付
す
る
こ
と
と
す

る
。

但
し
県
職
労
関
係
の
名
袴
で
は
、

不
在
者
、

転
出
者
な
ど
約
二
割
が
確
認

で
き
な
い
の
で
、　

一
年
を
か
け
て
職
場

調
査
を
行
う
と
共
に
、

そ
の
職
場
に
実

在
す
る
組
合
員
に
は
直
接
会
報
を
手
渡

す
と
共
に
、

非
組
合
員
に
つ
い
て
も
氏

名
を
調
査
し
、

加
入
の
誘
い
を
行
い
た

い
。

（注
平
成
六
年
度
退
職
者
の
う
ち

再
雇
用
非
常
勤
職
員
は

一
〇
三
名
）

ｏ
創
立
１０
周
年
記
念
に
つ
い
て

一
九
八
五
年
二
月
十
五
日
に
県
庁
新

庁
合
１２
階
特
別
食
堂
を
会
場
と
し
て
午

後
五
時
三
十
分
か
ら
会
員
及
び
関
係
者

６９
名
で
結
成
の
声
を
挙
げ
て
か
ら
、

本

年
は
１０
周
年
記
念
の

一
ツ
の
節
目
の
年

に
当
る
の
で
、

創
立
１０
周
年
記
念
事
業

実
行
委
員
会
を
、

役
員
と

一
般
会
員
の

中
か
ら
委
員
若
子
名
に
委
嘱
し
て
、

事

業
内
容
を
検
討
の
上
、

成
案
の
諮
問
を

受
け
る
。

ｏ
執
行
体
制
の
充
実
と
補
充

会
の
生
死
を
決
す
る
と
も
い
う
べ
き

執
行
体
制
は
、

役
員
の
改
選
期
の
み
な

ら
ず
絶
え
ず
人
材
を
発
掘
し
、

役
員
就

任
要
請
方
の
努
力
を
す
る
必
要
が
あ

る
。

第
八
回
通
常
総
会
で
は
、

最
近
に

な
く
意
欲
的
な
方
々
の
役
員
へ
の
就
任

を
得
た
の
で
、

会
の
活
性
化
に
大
き
く

前
進
し
た
が
、

改
選
期
で
は
な
く
て
も

適
材
の
方
が
あ
れ
ば
、

絶
え
ず
補
充
し

て
恒
久
的
執
行
体
制
へ
の
確
立
を
は
か

る
必
要
が
あ
る
。

ｏ

「趣
昧
の
会
」
の
充
実
と
拡
大

趣
味
の
会
は
退
職
者
の
生
き
甲
斐
の

場
と
し
て

一
段
と
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
て
来
て
い
る
。

当
会
の
趣
味

の
会
の
う
ち
、
「歴
史
教
室
、

歴
史
散

歩
の
会
」
「旅
行
の
会
」
は
関
係
者

（世

話
人
等
）
の
努
力
に
よ
っ
て
軌
道
に
乗

っ
て
い
る
が
、

こ
の
外
の

「健
康
オ
ウ

ォ
ー
ク
の
会
」
「
シ
ル
バ
ー
料
理
教
室
」

に
つ
い
て
は
、

部
会
員
の
要
請
も
あ
り

事
務
局
と
し
て
も
、

テ
コ
入
れ
を
し
て

衣
替
え
の
必
要
が
生
じ
て
い
る
。

ｏ
会
報
発
行
の
値
久
的
体
制
に
向
け

て会
の
ロ
エ
と
し
て
好
評
の
会
報
の
編

集
体
制
も
現
実
に
は
、

極
少
人
数
体
制

で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、

毎
年
乍
ら
恒

久
的
体
制
確
立
を
模
索
し
つ
つ
進
め
る

必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

一
つ
の

方
法
と
し
て
は
、

現
役
で
職
場
新
聞
編

集
者
名
を
把
握
し
て
、

そ
の
方
達
の
退

職
時
動
向
を
把
握
す
る
の
も

し
て
取
組
む
必
要
が
あ
る
。

毎
回
の
通
常
総
会
で
提
案
承
認
を
得

て
い
る
、

永
続
性
の
あ
る
財
政
基
盤
の

確
立
の
た
め
の
積
立
金
の
充
実
、
「
ひ

と
り
ほ
っ
ち
対
策
」

へ
の
当
面
の
情
報

提
供
、

県
自
治
体
退
職
者
会
の
中
央
組

織
結
成
に
向
け
て
の
働
き
か
け
、

中
央

県
等
に
対
す
る
要
請
の
多
様
な
方
策
に

よ
る
推
進
な
ど
、

活
動
す
べ
き
も
の
が

多
い
の
で

一
ツ
一
ツ
地
床
に
取
組
む
必

要
が
あ
る
。

全
労
済
に
対
し
て
は
、

当
会
員
の
多

く
が
、

全
労
済
と
く
に
火
災
共
済
に
加

入
す
る
た
め
、

当
会
を
母
体
と
し
て
入

会
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、

今
後
と

も
こ
の
方
向
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
ら
、

こ
の
受
入
れ
体
制
と
事
務
処

理
に

一
段
と
力
を
入
れ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

そ
れ
と
、

生
保
関
係
で
あ
れ
、

損
保

あ
れ
、

全
労
済

一
辺
倒
で
あ
る
こ
と
も

問
題
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
な
の
で
、

民

間
事
業
を
含
め
他
の
共
済
事
業
に
対
し

て
も
研
究
、

検
討
す
べ
き
時
期
に
来
て

い
る
と
考
え
る
。

一
方
策
と
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1993年 (平成 5年 )度 収支決算書
支 出         “ 99341～ 199433,単 位 円

預金通帳等について監査の結果妥当に執行されているものと認めます。

1994年

監査 上 野多恵子 ⑤
ク 船 橋まさ子 ①

(案)
( 1 9 9 4 4  1～1995 3 3 1 )単 位 円

入

会計監査報告 収支証拠書類、

1994年5月 12日

(平成 6年 )度 収支予算書
支 出

一一一一一一一一一一〓一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一≡

今
年
退
職
さ
れ
た
方
ヘ

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一≡一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・

「
明
年
　
早

々
、

提
出

の
平
成
六
年

分

の
所
得
税

の
確
定
申
告
書
、

提
出

添
付
書
類
を
な
く
さ
な

い
た
め
の
準

備
を

″
」

今
年
退
職
さ
れ
た
方
は
、

今
年
分

（平
成
六

年
分
）
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
間
に
所
得
し

た
額
を
、

明
年
二
月
十
六
日
か
ら
二
月
十
二
日

の
間
に
、

居
住
地
所
管
の
税
務
署
へ
所
得
税
の

確
定
申
告
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

父
注
Ｙ
一

月
十
五
日
以
前
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

）

退
職
後
、

引
続
き
、

県
再
雇
用
非
常
勤
ま
た

は
、

団
体
、

民
間
な
ど
に
勤
務
さ
れ
る
方
は
、

結
与
所
得
と
、

年
金
所
得
と
の
合
算
線
が
申
告

の
対
象
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
給
与
所
得
は
給

与
控
除
、

公
的
年
金
は
雑
所
得
控
除
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

初
め
て
の
た
め
、

戸
迷
う
方
が
多
い
よ
う
で

す
。

取
引
あ
る
金
融
機
関
や
　
市
町
村
で
税
務

相
談
を
さ
れ
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
が
、

多
く

の
場
合
、

確
定
申
告
期
間
は
税
理
士
の
方
が
忙

し
い
の
で
税
務
相
談
が
中
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

そ
こ
で
、

当

「退
職
者
こ
だ
ま
会
」
で
は
こ

の
期
間
中
、

毎
週
火
曜
日

（午
前
十
時
三
＋
分

～
午
後
四
時
頃
ま
で
）
当
役
員
が
事
務
局
へ
出

勤
し
ま
す
の
で
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、

就
職
さ
れ
な
い
場
合
も
、

確
定
申
告

が
必
要
で
す
。

今
か
ら
準
備
と
し
て
、

給
与
所

得
の
源
泉
徴
収
票
、

共
済
年
金
の
平
成
六
年
度

分
支
払
票

（年
末
か
ら

一
月
頃
送
ら
れ
て
く

る
。

）
の
ほ
か
、

生
命
保
険

（共
着
）、
火
災
保

除

（共
済
）、
社
会
保
険
控
除
関
係

（健
康
保

険
料

（掛
金
）
な
ど
、

袋
な
ど
に
準
備
し
て
お

か
れ
る
こ
と
を
お
す

ヽ
め
し
ま
す
。

申
告
間
際

に
な
っ
て
あ
わ
て
な
い
た
め
に
″

項   目 予算額 決算額 摘 要 項   目 予算額 決算額 摘 要

1会 費 1 450 000 1 724 000 l活  動  費 7001000 904 007

費

入 会  金 70 000 67 000 景倉客会曇督観名 活
動
費

事 務 局 費 3501000 399 747 曇霧目粟鷺雲
年 会  費 200 000 95 000 46名 行 動 費 3501000 504 260 各種会合交通費等

終 身 会 費 1 180、000 1 5621000 新会員57名
年会費切替31名

2情  報  費 550,000 553,073 会報26号、27=、28号
の編集費及び発行費

2県 職労助成金 6001000 6681330 活動実績助成 3総  会  費 350,000 356 027 総会及び当日懇談会費

3事 業 収 入 4001000 5031814
全労済事務受託316514
こだま会親代 187300

4会  議  費 150,000 151 573 幹事会、打合会の経費

4雑  収  入 33 213 26 343 予貯 金利 鳥 及 仰 広告 収
入等

5通  信  賓 200 000 127 448 郵送料及び封筒類

5積 立金取崩し 600 000 600 000 ぢ昇含長3累×480名6見 舞共 i着貸 250 000 221 339
び及

書
名
経

９０
爺

中
棒

6前 年度繰赳金 466“787 4661787 7積  立  金 1 300,000 1 300 000
ひ

一

及

＾

3予  備  費 50,000 0

次 期 操 題 全 0 376 307

計 3!550,000 3、989,774 計 3 550 000 3 989,774 積立全合Ht 6 782 983円

入 (19944 1～ 19953

項    目 予算額 摘 要 項    目 予算額 摘 要

1会 費 1 396 000 ]活  動  費 900 000

会

　

費

入 会  金 16 000
5月 の入会会員のみ前年度

李を 終 身会書会目]6名
活
動
費

事 務 局 費 400 000 事務用経費、事務用交通費

年 会  費 60,000 新会安全員3000× 20名 行 動  費 500 000 各種会合交通費

終 身 会 費 li320 000
20〕I

会員2500〔
万

げ

ヽ

一
2情  報  賃 560 000 会報編集費及び発行費(年3回予定)

2県 職労助成金 900 000 会議 ■会 報 配 布 年 に対 ' 3総  会  費 360 000 3000円 X100名 及び想談会費

3事 業 収 入 300,000 共済事業受託収入、その1じ 4会  議  費 260,000 幹事会 打 合会経費

4雑  収  入 27,693 頂貯金利息及び、広告料収入等 5通  信  費 150 000 郵送料及び封筒類

5積 立金取崩し 780 000 25万 円X1/16× 500名 6見 舞共消 費 250 000
セ

×

書見舞全)

6
年
し碗

醐
コ
盗

1,000,000 71R 立  金 1 200 000 終身会安56名分

7前 年度繰越金 376卜307
1立 10月
, 業 1 000 000

9予  備  費 100 000

計 4 7801000 計 4 780 000
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（各
部
会
入
会
ご
希
望
の
方
は
ハ
ガ
キ
で
事
務
局
ま
で
）

す
る
。

時
宣
を
得
た
テ
ー
マ
で
あ

っ
た
。

今
回
は
前
回
の
教
訓
も
あ
り
、

若
子

交
通
機
関
上
不
便
で
は
あ
る
が
、自

治
会

館
に
会
場
を
移
し
て
の
開
催
と
な
っ
た
。

○
歴
史
散
歩
の
会

（第
九
回
Ｘ
現
地
）

と
　
き
　
四
月
八
日
０

と
こ
ろ
　
花
の
鎌
倉

（長
谷
大
佛
、

極
楽
寺
あ
た
り
）

案
　
内
　
荒
井
特
別
講
師
外
世
話
人

参
加
者
　
一二
十
二
名

コ
ー
ス
　
午
前
十
時
　
江
ノ
電
、

鎌

倉
駅
に
集
合
、

予
告

コ
ー

ス
に
沿
っ
て
極
楽
寺
―
成

就
院
―
御
霊
神
社
―
長
谷

寺
―
廿
縄
社
―
光
則
寺
―

高
徳
院
と
、

歴
史
の
主
庫
、

鎌
倉
の

一
角
を
中
心
に
、

好
天
に
恵
ま
れ
、

健
康
の

さ
わ
や
か
さ
を
味
わ
っ
た

一
日
で
あ

っ
た
。

○
歴
史
教
室

（第
十
八
回
）

と
　
き
　
七
月
二
十
二
日
０

午
後

一
時
三
十
分
～
四
時

と
こ
ろ
　
神
奈
川
自
治
会
館

（市
バ

ス
警
友
病
院
前
）

テ
ー
マ
　
喫
茶
史
考

特
別
講
師
　
荒
井
太
郎
氏

○
歴
史
散
歩
の
会

（第
十
回
）

と
　
き
　
十
月
二
十
日
内

（予
定
）

と
こ
ろ
　
東
海
道
平
塚
宿
の
史
跡
を

訪
ね
て

コ
ー
ス
　
お
菊
塚
―
平
塚
人
幡
宮
―

平
塚
市
博
物
館
―
晴
雲
寺

―
要
法
寺
―
平
塚
の
塚
―

お
初
の
墓
―
大
田
道
稗
遺

跡
の
碑

現
地
解
説
　
特
別
講
師

荒
井
太
郎
氏

今
回
初
め
て
、

こ
れ
ま
で
の

一
泊
二

日
の
旅
か
ら
、

二
泊
三
日
の
遠
出
の
旅

を
す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
の
第

一
回
の

試
み
と
し
て
次
の
第
六
回
の
旅
行
を
実

施
し
た
。

（次
頁
へ
つ
づ
く
）

二
月
以
降
実
施
さ
れ
た
も
の
は
次
の

と
お
り
で
す
。

○
歴
史
教
室

（第
十
六
回
）

と
　
き
　
一二
月
二
十

一
日
内

と
こ
ろ
　
横
浜
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

テ
ー
マ
　
義
経
を
め
ぐ
る
女
性
京
史

（母
常
盤
、

妻
志
乃
、

愛

妾
静
）

特
別
講
師
　
荒
井
太
郎
氏

参
加
者
　
四
十
二
名

テ
ー
マ
が
判
官
び
い
き
の
悲
劇
の
名

鳩
だ
け
に
、

関
心
が
高
く
、

会
場
の
定

員
を
上
廻
る
参
加
者
が
増
え
喜
び
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、

会
場
管
理
者
か
ら
お

小
言
を
頂
戴
す
る
始
末
も
あ
り
、

次
回

か
ら
は
、

よ
り
広
い
会
場
の
確
保
の
必

要
に
迫
ら
れ
る
と
い
う
、

会
の
盛
会
の

喜
び
と
痛
み
の
板
欽
と
い
う
と
こ
ろ
で

あ
る
。

○
歴
史
教
室

（第
十
七
回
）

と
　
き
　
工
月
二
十
三
日
の

午
後

一
時
二
十
分
～
四
時

と
こ
ろ
　
神
奈
川
自
治
会
館

（市
バ

ス
警
友
病
院
前
）

テ
ー
マ
　
細
川
前
総
理
の
遠
祖
、

細

川
ガ
ラ
シ
ャ
の
生
涯
ほ
か

特
別
講
師
　
荒
井
　
太
郎
氏

参
加
者
　
四
十
六
名

い
ろ
い
ろ
の
、

最
近
に
は
な
い
、

ス

タ
イ
ル
の
殿
様
首
相
も
つ
い
に
退
陣
に

追
い
込
ま
れ
て
了
っ
た
が
、

こ
の
先
祖

に
は
細
川
幽
玄
斉
や
、

細
川
ガ
ラ
シ
ャ

夫
人
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
の
人
物
が
登
場

長谷大備前にて

第16回歴史教室
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（前
頁
か
ら
つ
づ
く
）

（第
六
回
）

○
弘
前
城
夜
桜
見
物

・
回
沢
湖

・
角

館
式
家
屋
敷
、

横
手
城
め
ぐ
り

と
　
き
　
四
月
二
十
六
日
側
～
二
十

八
日
的
　
一
一泊
三
日

コ
ー

ス

一
日
目
　
出
発
地
―
束
海
道
―
北
上

江
釣
子
―
鈴
秋
湖
―
岩
手
湯
本
温
泉

（泊
）

二
日
目
　
四石
手
湯
本
温
泉
―
横
手
城

―
角
館

（武
家
屋
敷

・
絵
内
川
堤
２

キ
ロ
桜
花
の
ト
ン
ネ
ル
）
―
田
沢
湖

―
鹿
角
八
時
平
―
弘
前
城

（夜
桜
兄

物
）
―
茂
虫
温
泉

（泊
）

三
日
目
　
浅
虫
温
泉
―
弘
前
市
長
勝

寺
―
観
光
会
館
、

青
森
銀
行
記
念
館

―
大
鰐
弘
前
ＩＣ
Ｉ
束
北
道
―
出
発
地

二
泊
三
日
の
遠
出
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
か
、

神
奈
川
県
観
光
隙
で
は
、

デ

ラ
ッ
ク
ス
バ
ス
を
提
供
、

来
真
四
卜
三

名
の
う
ち
、

こ
だ
ま
公
か
ら
十

一
名
二

名
欠
）
、

三
分
の
こ
は
女
性
、

で
、

す

べ
て
乗
客
は
中
高
年
の
こ
と
も
あ

っ

て
、

搭
乗
員
二
名
、

ガ
イ
ド
を
配
す
る

サ
ー
ビ
ス
ぶ
り
で
あ
っ
た
。

晴
天
に
恵

ま
れ
、

青
森
、

秋
田
、

岩
手
の
県
境
の

山
々
は
未
だ
残
雪
が
あ
り
、

満
月
の
下
、

夜
桜
は
最
高
で
し
た
。

参
加
者
の
皆
さ

ん
に
も
今
度
の
企
画
は
大
好
評
で
あ

っ

た
。次

の
旅
行
に
つ
き
ま
し
て
は
、

秋
季

以
降
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

次

号
の
会
報
で
内
定
次
第
旅
行
の
会
会
員

に
は
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

な
お
、

行

っ
て
み
た
い
希
望
の
観
光

地
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
知
ら
せ
下

さ
い
。

た
の
は
、

新
し
い
発
想
で
再
出
発
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
で
、

現
役
時
代
、

県
の
教
養
月
報
で
長
ら
く

ハ
イ
キ
ン
グ
の
案
内
記
事
を
執
筆
さ
れ

て
い
た
、

当
会
員
、

松
尾
良
文
氏
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
て
、

近
く
部
会
員
の

集
い
を
開
い
て
、

協
議
の
■
、

再
発
足

す
る
こ
と
に
し
た
。

と
に
か
く
、

健
康
は
足
か
ら
と
い
わ

れ
る
と
お
り
、

こ
の
部
会
の
重
要
性
は

去
う
ま
で
も
な
い
。

シ
ル
バ
ー
料
理
教
室
は
、

栄
養

へ
の

関
心
と
、
「
一
人
に
な
っ
た
と
き
に
役
立

つ
よ
う
」
と
か
、

詞
理
の
あ
と
の
賞
味
の

楽
し
さ
な
ど
様
々
な
関
心
の
た
め
好
評

で
、

定
期
的
教
室
開
催
の
要
請
が
多
い

が
、講

師
予
定
の
方
、

〓
一人
が
そ
れ
ぞ
れ

多
忙
な
の
で
、
さ
」
都
合
を
協
議
の
上
、

お

一
人
に

一
回
ず

つ
、

年
二
回
開
催
の
方

向
で
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

当
会
副
代
表
幹
事
、

鈴
木
志
げ
子
氏

個
人
の
本
会

（表
千
家
松
楽
会
）
に
当

会
員
で
希
望
の
方
は
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
、

希
望

者
は
事
務
局
ま
で
、

十
月
下
旬
、

日
曜

日
、

横
浜
駅
束
口
「
そ
ご
う
」
六
階

「
是

心
庵
」
に
て
実
施
の
予
定
で
す
。

田沢湖畔にて

こ
こ
し
ば
ら
く
行
事
が
遠
の
い
で
い

神
奈
川
新
聞
投
書
か
ら

何
事
に
も
興
味

持
ち
老
化
防
止

無
職

　

Ｉ
　

Ｎ
個

今
年

は
、

会
社

を
定
年
退
職

し

て
ち

ょ
う

ど
十
年

に
な

る
。

自
由

の
身

に
な

っ
て
か
ら

は
、

行

雲
流
水

の
自

然
体

で
、

晴
耕

雨
読
を
楽

し

ん

で
き

た
。

人
間

だ

れ
し
も
七

十
歳

近
く
な
れ
ば

動
作

は
鈍
り

、
記
憶

力
も
減

退

し

て
く

る

の
は
自
然

の
摂

理

で

あ

る
。

し
か

し

こ
れ

に
十
え

て
は
な

ら
じ
と
、

今
年

よ
り

３

Ｋ
で
心

身

の
リ

フ
レ

ッ
シ

ュ
を
決
意
。

脳

の
活
性

化
と
老

化
防
止
を

図

る

こ
と

に
し
た

。

３
Ｋ
と

は
き

つ
い
、

汚

い
、

危

険
な
仕
事

で

あ

る
が
、

既

に
現
役
を

引
退

し

て

い
る
高

齢
者

の
３

Ｋ
と
は
、

物
事

に

″
興
味

″
を

持
ち
、
″好

奇

心

″
を

お

こ
し

て
、
″

行
動

力

″

を

つ
け

る
、

こ
と

で
あ

る
。

現
在

、
実

践
中

の
も

の
と

し

て
は
、

英

語

に
興
味
を
も
ち

、

通

信

教

育

で

実

会

話

を

受

講

中
。

国
内

の
政
治

経
済

に
は
、

大

い
な

る
好
奇

心
を

も

っ
て
、

そ

の
動
向
を

注

目
し

て

い
る
。

ま

た

毎

明

の

ラ

ジ

オ

体

操

と

、
自
称

二
．

ロ
ヨ
ー

ス
を
速

足

で
歩
き

、
行

動
力
と
体

力

の
保

持

に
努

め

て

い
る
。

世

の
中

不

況
風

が
吹

い
て

い
る
が
、

こ
の

さ

さ

や
か
な

３

Ｋ
の
実

践

で
、

つ
と

め

て
明

る
く

、
心
豊

か
な

生

活
を

送

っ
て

い
き

た

い
も

の

と
念
じ

て

い
る
。

（横
浜
市
西
区
）
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（解
説
）

平
成
元
年
十
二
月
十
五
日
に
成
立
し

た
、

年
金
改
革
関
連
法
案

の
成
立
に

よ
っ
て
、

毎
年
自
動
的
に
前
年
度
の
政

府
発
表
に
よ
る
、

全
国
物
価
指
数
が
公

的
年
金
額
ス
ラ
イ
ド
率
と
し
て
、

次
年

度
に
公
的
年
金
に
対
し
導
入
さ
れ
る
こ

と
に
な

っ
た
。

そ
れ
ま
で
は
、

五
％
以

上
の
物
価
指
数
の
変
動
が
な
け
れ
ば
、

原
則
と
し
て
年
金
額
を
ア
ッ
プ
し
な
く

て
も
法
律
上
は
よ
か

っ
た
が
、　

一
九
七

二
年
の
春
間
で
の

「年
金
ス
ト
」
や
、

毎
年
の
よ
う
に
全
国
的
に
退
職
者
会
等

の
陳
情
な
ど
の
実
績
も
反
映
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

特
別
の
法
的
措
置
を
と
ら
な

く
て
も
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

し
か
し
、

喜
ん
で
ば
か
り
い
ら
れ
ま

せ
ん
。

年
金
額
改
正
を
物
価
ス
ラ
イ
ド

か
ら
可
処
分
所
得
ス
ラ
イ
ド
変

更
、

及
び
五
年
毎
の
賃
金
ス
ラ

イ
ド
の
中
止
の
動
き

政
府
は
現
在
、

公
的
年
金
額
は
、厚

生
年

金
及
び
夫
済
年
金
の
い
づ
れ
も
毎
年
の
物

価
ス
ラ
イ
ド
の
ほ
か
に
五
年
毎
の
財
政
再

計
算
時
に
勤
労
者
の
賃
金
水
準
の
上
昇
に

応
じ
て
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

賃
金

か
ら
税
、

社
会
保
険
料
を
引
い
た
可
処
分

所
得
（手
取
り
）
の
伸
び
に
応
じ
た
可
処
分

所
得
ス
ラ
イ
ド
に
改
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
が
行
わ
れ
る
と
、

現
在
の
年
金
額

よ
り
平
均
１５
％
給
付
ダ
ウ
ン
す
る
と
い
わ

れ
る
。

ま
た
、

前
述
の
五
年
毎
の
賃
金
ス
ラ
イ

ド
も
中
止
し
よ
う
と
い
う
動
き
の
あ
る
こ

と
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

当
局
の
こ

れ
ら
に
対
す
る
理
由
は
、

高
齢
化
社
会
に

向

っ
て
現
役
世
代
の
税
や
社
会
保
険
料
の

負
担
の
増
加
に
よ
る
現
役
と
の
バ
ラ
ン
ス

と
、

年
金
財
政

へ
の
配
慮
と

い
わ
れ
る
が

低
額
年
全
受
給
者
の
怒
り
は
高
ま
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。

ヤ

平
成
六
年
度
の
年
金
額
ア
ッ
プ

（物
価
ス
ラ
イ
ド
）
は
、

平
均

一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

四
月
よ
り
実
施
、

た
だ
し
、

支
給
は
六
月
か
ら

（予
定
）

こ
の
法
実
に
つ
い
て
は
政
府
は
左
記
の

地
方
公
務
員
共
済
組
合
審
議
会
で
の
話
問

が
形
骸
化
的
に
原
案
と
お
り
語
問
さ
れ
た

の
を
受
け
て
、

四
月
八
日
、

国
会

へ
提
出

さ
れ
た
。

小
数
与
党
内
閣
の
出
現
で
、

成

立
は
若
千
遅
れ
る
も
の
、

官
僚
主
導
の
こ

の
法
奏
は
、成

立
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
。

相
変
ら
ず
の
役
人
の
作
文
で
あ
る
の
で
、

一
般
組
合
員
に
は
、

分
か
り
に
く
く
さ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

当
会
報
で
は
、

今
回
誌
面
頁
致
に
制
約
が
あ
る
の
で
、

法

奏
要
綱
を
記
載
し
て
、

解
説
は
次
号
以
降

に
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
に
し
た
い
の
で
ご

了
解
く
だ
さ
い
。

要
旨
は
前
号
に
て
解
説

し
た
と
お
り
で
す
。

記

平
成
二
年
度
以
降
に
お
け
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

（案
）

ω
　
６５
歳
未
満
の
者
に
支
給
す
る
退
職

共
済
年
全
の
見
直
し

①
　
６０
歳
以
上
６５
歳
未
満
の
者
に
支
給
す

る
退
職
共
済
年
金
の
額
は
、

６５
歳
以
上

の
者
に
支
給
す
る
退
職
共
済
金
の
額
の

う
ち
報
酬
比
例
部
分
に
担
当
す
る
額
と

す
る
こ
と
と
し
、

平
成
１３
年
度
か
ら
平

成
２５
年
度
に
か
け
て
３
年
ご
と
に
１
歳

ず
つ
現
行
の
仕
組
み
か
ら
段
階
的
に
切

り
替
え
る
こ
と
。

②
　
①
の
退
職
共
済
年
金
に
つ
い
て
は
、

繰
上
げ
支
給
の
老
齢
基
礎
年
金
と
併
給

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

③
　
３
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る

程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
か
又
は
４５

年
以
上
の
組
合
員
期
間
を
有
す
る
６０
歳

以
上
６５
歳
未
満
の
者
が
組
合
員
で
な
い

一

場
合
に
支
給
す
る
①
の
退
職
共
済
年
金

の
額
は
、

従
来
の
６５
歳
未
満
の
者
に
支

裕
す
る
退
職
共
済
年
金
の
例
に
よ
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

④
　
６５
歳
未
満
の
退
職
共
済
年
金
の
受
給

権
者
が
雇
用
保
険
法
に
よ
る
失
業
給
付

（基
本
手
当
）
を
受
給
し
て
い
る
間
は
、

退
職
共
済
年
金
の
支
給
を
停
止
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

③
　
組
合
員
で
あ
る
６５
歳
未
満
の
退
職
共
済

年
金
の
受
給
権
者
が
尾
用
保
険
法
に
よ
る

高
年
齢
履
用
維
続
給
付
を
受
給
し
て
い
る

間
は
、０

の
措
置
に
加
え
て
、そ

の
者
の
給

与
の
月
額
の
１
割
に
相
当
す
る
額
の
年
金

の
支
裕
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
　
組
合
員
で
あ
る
間
の
退
職
共
済
年

全
等
の
支
給
の
停
止
等
に
係
る
措
置

の
改
善

（次
頁
へ
つ
づ
く
）
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（前
頁
か
ら
つ
づ
く
）

原
則
と
し
て
支
給
を
停
止
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
組
合
員
で
あ
る
間
の
退
職
共

済
年
金
及
び
障
害
共
済
年
金
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
額
の
支
給
の
停
止
を
解
除
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ア
　
そ
の
者

の
給
与

の
月
額
と
年
金
額

（職
域
相
当
部
分
を
除
く
。

）
の
８
割
相

当
額
の
月
額
（在
職
中
支
給
基
本
額
）
と

の
合
計
額

（合
計
収
入
額
）
が
２０
万
円

以
下
で
あ
る
場
合
在
職
中
支
給
基
本
額

イ
　
合
計
収
入
額
が
２０
万
円
を
超
え
、

か

つ
、

そ
の
者
の
給
与
の
月
額
が
３４
万
円

以
下
で
あ
る
場
合
在
職
中
支
給
基
本
額

か
ら
、

合
計
収
入
額
と
２０
万
円
の
差
額

の
２
分
の
１
を
控
除
し
て
得
た
額

（在

職
中
支
給
基
本
額
が
２０
万
円
を
超
え
る

場
合
に
は
、在

職
中
支
給
基
本
額
か
ら
、

そ
の
者
の
給
与
の
月
額
の
２
分
の
１
を

控
除
し
て
得
た
額
）

ウ
　
そ
の
者
の
給
与
の
月
額
が
３４
万
円
を

超
え
る
場
合
そ
の
者
の
給
与
の
月
額
が

３４
万
円
で
あ
る
と
し
た
場
合
の
イ
に
掲

げ
る
額
か
ら
、

そ
の
者
の
給
与
の
月
額

と
３４
万
円
の
差
額
を
控
除
し
て
得
た
額

０
　
給
付
線
の
引
上
げ
に
係
る
措
置

①
　
年
金
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
平
均

給
料
月
額
に
つ
い
て
、

次
の
表
の
よ
う

に
再
評
価
す
る
こ
と
。

②
　
退
職
共
済
年
金
の
配
偶
者
に
係
る
加

給
金
の
額
等
を
次
の
額
に
引
き
上
げ
る

こ

と

。

ア
　
配
偶
者
及
び
第
１
子
　
第
２
子

三
二
四
、

四
四
〇
円

第
３
子
以
降
七
四
、

八
〇
〇
円

退
職
共
済
年
金
の
配
偶
者
に
係
る

加
給
年
金
額
の
特
別
加
算
額
年
締
に

応
じ
三
三
、　

一
〇
〇
円

（昭
和
９
年

４
月
２
日
か
ら
昭
和
１５
年
４
月
１
日

ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者
）
か
ら

一

六
五
、

六
〇
〇
円

（昭
和
１８
年
４
月

２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
）

ィ
　
６５
再
未
満
の
者
に
支
給
す
る
退
職

共
済
年
金
の
定
額
単
価一

、
六
二
五
円

ウ
　
遺
族
共
済
年
金
に
加
算
さ
れ
る
中

高
締
寡
婦
加
算
の
額

五
人
五
、

○
○
○
円

工
　
公
務
等
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
及

び
公
務
等
に
よ
る
遣
産
共
済
年
金
に

係
る
最
低
保
障
額

１
級
の
障
害
共
済
年
金

四

、
　

一
四

人

、

２

級

の
障

害

共

済

年

全

二

、

五

六

二

，

外
国
人
へ
の
脱
退

一
時
金
の
支
給
（略
）

①
Ｏ
Ｏ
円

○
○
○
円

３
級
の
障
害
共
済
年
金

二
、

三

一
人
、

○
○
○
円

遺
族
共
済
年
金

一
、

〇
三
七
、

○
○
○
円

③
　
６５
歳
未
満
の
者
に
支
給
す
る
退
職
共

済
年
金
の
定
額
部
分
の
額
の
計
算
に
係

る
組
合
員
期
間
の
上
限
を
、

昭
和
４
年

４
月
２
日
か
ら
昭
和
９
年
４
月
１
日
ま

で
の
間
に
生
ま
れ
た
者
に
つ
い
て
は
４３２

日

（３６
年
）
に
、

昭
和
９
年
４
月
２
日

以
後
に
生
ま
れ
た
者
に
つ
い
て
は
４４４
月

（３７
年
）
に
延
長
す
る
こ
と
。

④
　
昭
和
６０
年
改
正
前
の
旧
共
済
法
に
よ

る
年
金
の
額
を
、

①
及
び
②
に
準
じ
て

引
き
上
げ
る
こ
と
。

的
　
遺
族
共
済
年
全
及
び
退
職
共
済
年

全
に
係
る
調
整
の
改
善

遺
族
共
済
年
金
及
び
退
職
共
済
年
金
の

受
給
権
に
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
遣
族
共

済
年
金
の
額
の
３
分
の
２
に
担
当
す
る
額

及
び
退
職
共
済
年
金
の
額
の
２
分
の
１
に

相
当
す
る
額
を
併
給
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
給
付
に
相
当

す
る
他
の
法
律
に
基
づ
く
年
金
で
あ
る
給
付

と
の
併
給
に
つ
い
て
も
同
様
に
扱
う
こ
と
。

働
　
子
等
の
年
齢
要
件
の
改
善

退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
の
加
算

の
対
象
等
に
な
る
子
等

の
範
囲
に
つ
い

て
、

・８
歳
と
な

っ
た
年
度
の
末
日
ま
で
の

者
と
す
る
こ
と
。

０
　
障
害
共
消
年
金
に
係
る
失
権
事
由

の
改
善

（略
）

０
　
組
合
員
期
間
を
有
す
る
短
期
在
留

ｍ
　
長
期
給
付
に
係
る
特
別
掛
金
の
徴

収
に
係
る
措
置

長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
に
関
し
、

期

末
手
当
等
を
算
定
基
礎
と
し
て
地
方
公
務

員
共
済
組
合
連
合
会
の
定
款
で
定
め
る
割

合
に
よ
り
特
別
掛
金
を
徴
収
す
る
こ
と
と

し
、

併
せ
て
地
方
公
共
団
体
等
は
同
額
の

負
担
金
を
集
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

修
　
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料
の
最
高

限
度
額

（長
期
給
付
に
限
る
。

）
を

四
七
二
、

○
○
○
円
に
、

最
低
限
度

額
を
七
四
、

Ｏ
Ｏ
Ｏ
円
に
、

そ
れ
ぞ

れ
引
き
上
げ
る
こ
と
。

０
　
育
児
休
業
期
間
中
の
料
金
に
係
る

措
置

育
児
休
業
中
の
組
合
員
に
つ
い
て
、

組

合
員
か
ら
の
申
出
に
よ
り
、

長
期
給
付
、

短
期
給
付
、

福
祉
事
業
の
各
掛
金
を
免
除

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
図
る
こ

レ
Ｃ
。

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
は
、

平
成
６
年

１０
月
１
日
と
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、

次
に

掲
げ
る
改
正
の
施
行
期
日
は
、

次
に
掲
げ

る
日
と
す
る
こ
と
。

０
　
１
の
の
、

い
、

０
及
び
０
並
び
に
２

の
い
及
び
０
　
　
平
成
７
年
４
月
１
日

０
　
１
の
０
の
④
　
平
成
８
年
４
月
１
日

０
　
１
の
い
の
⑤
　
平
成
９
年
４
月
１
日

平
成
５
年
４
月
以
後

平
成
４
年
４
月
か
ら
平
成
５
月
３
月
ま
で

平
成
３
年
４
月
か
ら
平
成
４
年
３
月
ま
で

平
成
元
年
１２
月
か
ら
平
成
３
年
３
月
ま
で

昭
和
６３
年
４
月
か
ら
平
成
元
年
■
月
ま
で

昭
和
６３
年
３
月
以
前

期

間

の

区

分

〇
　
九
九

現
行
の
期
間
区
分
ご
と
の
率
に
そ
れ
ぞ
れ

一
　

一
六

を
乗
じ
て
得
た
率

率〇

一

〇

四
〇
九

一
六
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小
日
原
市
柏
山
に
居
住
さ
れ
て
い
た
会

口貝
、片

野
仁
平
様
の
家
が
去
る
二
月
十
日
、

ご
不
幸
に
も
火
災
の
被
書
に
道
わ
れ
、

更

に
最
愛
の
ご
夫
人
が
同
時
に
事
故
死
さ
れ

る
な
ど
、

二
重
の
災
難
に
は
、

言
ふ
べ
き

言
葉
も
出
な
い
始
末
で
し
た
。

誠
に
痛
悼

の
極
み
で
あ
り
、

亡
く
な
ら
れ
た
奥
様
に

謹
ん
で
心
か
ら
京
悼
の
意
を
表
す
る
次
第

で
す
。

今
回
の
火
災
に
よ
る
事
故
は
、

当
会
に

と

っ
て
も
始
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、

全
労

済
を
通
じ
て
手
続
を
始
め
て
い
る
中
で
、

い
ろ

い
ろ
と
私
た
ち
に
示
峻
さ
れ
る
べ

き
、

数
々
の
教
訓
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、

失
礼
を
顧
み
ず
、

片
野
様
に
体
験
記
を
お

願
い
申
し
上
げ
ま
し
た
と
こ
ろ
、

別
記
の

よ
う
な
ご
寄
稿
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で

登
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。

電

気
が
最
も
危
険
と
の
体
験
談
に
は
改
め
て

身
が
引
締
め
ら
れ
る
思
い
が
し
ま
す
。

確
か
に
最
近
で
は
、

コ
ン
セ
ン
ト
に
ホ

コ
リ
と
湿
度
が
溜
っ
て

「
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ

現
象
」
に
よ
る
電
気
火
災
が
多
く
報
告
さ

れ
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
も
、

こ
の
体
験

記
を
ご
参
考
に
、

火
災
に
つ
い
て
改
め
て

考
え
て
み
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。（

Ｋ
）

よ
う
な
構
造
と
な

っ
て
お
り
ま
し
た
。

な
お
、

隣
地
は
○
さ
ん
宅
と
反
対
側
は

道
路
を
隔
て
て
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
あ

り
幸

い
に
し
て
類
焼
を
ま
ぬ
か
れ
大
事
に

い
た
ら
な
か

っ
た
事
が
生
き
る
望
み
を
得

ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

二
、

火
災
に
対
す
る
対
応
と
失

火
の
状
況

冬
期
の
暖
房
器
具
に
つ
い
て
は
、

隣
地

が
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
あ
り
灯
油
ス
ト

ー
ブ
は
危
険
で
あ
り
、

電
気
ス
ト
ー
ブ
だ

け
利
用
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

火
災
に
道

遇
し
て
始
め
て
電
気
が

一
番
危
険
で
あ
た

こ
と
を
痛
感
故
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
失
火
の
状
況
を
説
明
し
ま
す
。

２
月
１０
日
午
前
４
時
５０
分
頃
の
失
火
で
あ

り
電
気
は
ぜ
ん
ぜ
ん
使
用
し
て
い
な
い
時

間
で
あ
り
、

な
ぜ
電
気
の
漏
電
に
よ
る
失

火
し
た
の
か
今
も
っ
て
納
得
致
し
ま
せ
ん
。

三
、

小
田
原
消
防
署
の
失
火
原

因
の
説
明

消
防
署
員
の
失
火
原
因
の
調
査
は
延
ベ

５
日
間
も
現
場
立
会
を
し
ま
し
た
。

そ
の

結
果
失
火
の
原
因
の
説
明
で
は
電
気
の
タ

コ
配
線
が
失
火
の
原
因
で
あ
る
と
説
明
が

あ
り
、

家
を
留
守
に
す
る
場
合
と
就
殖
前

に
は
必
ず
電
気
の
ソ
ケ
ッ
ト
は
元
か
ら
ぬ

い
て
お
く
こ
と
を
厳
守
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
署
員
か
ら
の
説
明
が
あ
り
ま
し

，、た
。

一

四
、

火
災
に
遭
通
し
た
と
き
の

心
構
え

現
在
の
建
築
者
の
構
造
は
耐
火
構
造
で

あ
り
、

建
築
材
料
は
新
建
材
が
使
用
し
て

あ
り
建
築
物
の
内
部
か
ら
失
火
し
た
場
合

は
、

ガ
ス
状
態
の
煙
が
充
満
し
視
界
０
の

状
態
に
な
り

一
度
そ
の
煙
を
吸
っ
た
だ
け

で
意
識
不
明
と
な
り
ま
す
の
で
、

ま
ず
口

を
ふ
さ
ぎ
逃
げ
る
こ
と
が
第

一
条
件
で
す
。

五
、

市
役
所
及
び
全
労
済
の
対

応今
回
の
火
災
に
対
し
小
田
原
市
役
所
及

び
全
労
済
の
機
敏
の
行
動
に
は
家
族

一
同

が
深
く
感
激
す
る
次
第
で
ご
ざ

い
ま
す
。

全
労
済
の
通
報
は
こ
だ
ま
会
員
で
あ
り
ま

す
隣
家
の
飯
田
さ
ん
に
依
頼
し
ま
し
た
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、

最
愛
の
妻
が

突
然
の
漏
電
に
よ
る
失
火
の
事
故
死
で
あ

り
、

老
後
の
人
生
を
お
く
る
こ
と
な
く

一

生
繁
忙
の
二
年
を
背

っ
て
生
涯
を
と
じ
た

こ
と
は
誠
に
惜
別
の
か
ぎ
り
で
ご
ざ

い
ま

す
。こ

れ
か
ら
は
家
族

一
同
が
故
人
の
供
養

と
再
起
を
め
ざ
す
決
心
で
ご
ざ
い
ま
す
の

で
今
後
共
ご
指
導
を
賜
わ
り
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

以
上
の
と
お
り
、

体
験
者
の
参
考
意
見

と
し
て
申
し
述
べ
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。

平
成
６
年
４
月
４
日

神
奈
川
県
職
労
退
職
者
こ
だ
ま
会

代
表
幹
事
　
児
　
玉
　
欣

一
郎
　
様

小
田
原
市
曽
比

片

野

仁

平

火

事

に
よ

る
被

災

体

験

記

こ
の
た
び
の
妻
の
死
亡
に
対
す
る
弔
慰

見
舞
金
を
賜
わ
り
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。

な
お
、

失
火
原
因
が
電
気
の
漏
電
で
あ

り
、

体
験
者
と
し
て
次
の
と
お
り
箇
条
書

に
て
参
考
意
見
を
し
た
た
め
ま
し
た
。

～
電
気
に
ご
用
心
を

一
、

建
築
者
の
構
造
と
隣
地
の

関
係

昭
和
４６
年
に
セ
キ
ス
イ

ハ
ウ
ス
の
軽
量

鉄
骨
で
建
築
を
致
し
ま
し
た
。

そ
の
後
昭

和
６０
年
に
木
造
で
増
築
を
し
各
部
屋

の
電

気
の
ブ
レ
ー
カ
ー
を
設
置
し
漏
電
し
な

い

）
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回

回

「退職者こだま会」厚生ニュース

～全労災に関するQ&A～ (争字碍多写万蛮孟
共済

)
民間の損保 (火災海上保険会社)の 保険料が近 く値上げされると新聞報道されていますが、火

災共済と火災保険のちがいは ?

(1)目 的も法律 もちがV まヽす。

保険は、保険業法によって事業が行われ、営利を目的に商行為をするためのものとして商法

にもとづいて契約力端 ばれています。全労済は消費生活協同組合法によって認可を受けて行っ

ている組合員の協同事業であ り、営利を目的としない共済事業として、ひろく組合員の自主的

な助け合い運動を基礎においています。

(2)tl卜金もちがV まヽす。

労済の火災共済は、どこに住んでいても一律桂卜金です力S、火災保険は地域によって何段階に

もわかれています。

全労済の火災共済の大きな魅力は、再取得価格 と、更に臨時費用が力R算支払われることですが、

具体例 をあげてわかりやすく説明 してください。

再取得価格…損害にあったものと同程度のものを新たに購入、または1ケ復できる標準的価格を再

取得価格 といいます。つまり、これから生活再建するのに大切な家財が、色はちがっ

たとしても同じ程度のものがそろえられるというわけです。

臨 時 費 用…火災などにあい、転居を余儀なくされた場合の移転費用、見舞客の対応などにかか

る費用もばかになりません。そこで、このようなことを含め生活再建がスムーズに

いくように、契約されている共済金にプラスしてお支払いするものです。

お支払い額は200万円を限度として共済金の15%で す。火災などの場合や風水害などの場合に

よる罹災に対 してお支払いします。

全労済の火災共済と一般の火災保険の両方に入っている場合、万一のとき共済金はどうなりま

すか。

どの共済や保険に入っていても同じですが、万一、罷災した場合、再建できがたいという問題

はありますが、だからといっていくつもの保険に入 り、これで安心と思っても、重複保険として

保険価格 (時価)以 上の保険はもらえません (一社に入った場合と同じになります)。これ力h41

会的な常識です。

全労済と保険の両方に入っていたために、全労済でもらえ、保険でもらうことになったら、著

しい焼け大 りとなり、社会的な批判、モラルを問われることになり問題となります。こういうこ

とが起 きることは助け合いの趣旨に反することです。こういう見地から罷災時の共済金は、減額

調整することになります。

北海道の奥尻島での地震による津波や火災の罹災者が、民間損保に対 して地震による被害補償

の訴訟を起こしていますが、全労清 (クローバ共済)の 場合はどのようになっていますか ?

全労済の場合には地震見舞金をお支払 しています。大地震のような被害は、極めて大きく、一

民間損保や、労働者の相互扶助である火災共済で保障することは不可能です。

共済事故の範囲□ 地 震見舞金

地震によって、共済契約者または契約者と生計を一つにする親族が居住する共済目的住宅が多大な損害を受け

た場合、次に定める地震見舞金支払基準により、見舞金をお支払いします。

回

回

回

回

回

回

①100日までの部分の回数について 被 害区分と1日

あたりの見舞金 (借家の方は50日まで)

全  焼     全  壊 10‐000円

不  焼     半  壊 5‐000円

被害の大きい一部焼 一 部壊 1,000円

①、②の合計による最高限度額

の

度

生
ｏ

被

程

地震等による火災のとき

自家の方 借家の方

全 焼 2 5 0万円 100万円

半 焼 125万円 50万円

被害の大きい一部焼 2 5万円 10万円

②101日以上の部分の口数について、被害区分と一口

あたりの見舞金 (借家の方は51日以上)

全  焼     全  壊 5,000円

半  焼      半   壊 2,500円

被害の大きい一部焼 一 部壊 500円

の

度

生
ｏ

被

程

地震等によく揖壊のとき

自家の方 借家の方

全 壊 1 5 0万円 75万円

半 壊 75万円 3 7 5万 円

被害の大きい一部壊 15万円 75万 円
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食
文
化
史
研
究
家
●
永

山

久

夫

単
純
な
料
理
ほ
ど

体
に
い
い

「食
事
は
」
、
「食
治
」
と

知
る
べ
き
で
し
よ
う

全
労
済

「労
済
だ
よ
り
」
か
ら

を
あ
ら
わ
す
か
ら
で
す
。

●
腹
八
分
目
に
お
茶

一
杯

万
病
の
も
と
と
な
る
食
べ
過
ぎ
予
防
の

知
恵
で
、

食
事
は
人
分
目
に
ひ
か
え
、

そ

の
あ
と
で
お
本
を

一
杯
飲
め
ば
、

満
腹
感

に
な
る
か
ら
、

過
食
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
よ
と
い
う
意
味
。

お
本
に
は
、

太
り

過
ぎ
を
防
ぐ
サ
ポ
エ
ン
も
多
く
、

成
人
病

を
予
防
す
る
上
で
も
役
に
立
ち
ま
す
。

●
イ
ラ
イ
ラ
す
る
時
は
ワ
カ
メ
の
み
そ
汁

カ
ル
シ
ウ
ム
が
慢
性
的
に
不
足
し
ま
す

と
、

イ
ラ
イ
ラ
し
た
り
、

怒
り

っ
ぼ
く
な

り
ま
す
。
「非
行
や
犯
罪
は
、

カ
ル
シ
ウ

ム
不
足
の
せ
い
」
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す

力
、

そ
の
カ
ル
シ
ウ
ム
が
ワ
カ
メ
に
は
た

っ
ぶ
り
。

イ
ラ
イ
ラ
す
る
と
血
管
が
収
縮
し
、

血

圧
を
高
め
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。

こ
コ

ニ
コ
と
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
生
活
す
る
た
め

に
も
、

カ
ル
シ
ウ
ム
の
コ
ン
ス
タ
ン
ト
な

供
給
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

政
治
、

あ
る
い
は
不
景
気
と
、

世
の
中
ム
カ
ム
カ

す
る
こ
と
ば
か
り
で
す
が
、

こ
の
よ
う
な

時
こ
そ
ワ
カ
メ
の
み
そ
汁
を
見
直
す
べ
き

で
す
。

妊
振
や
産
後
の
女
性
に
、

ワ
カ
メ
を
食

べ
さ
せ
る
習
慣
が
古
く
か
ら
あ
り
ま
す

が
、

こ
れ
も
親
子
の
骨
格
と
歯
を
丈
夫
に

す
る
た
め
で
、

き
わ
め
て
科
学
的
な
伝
承

で
す
。

一

●
淡
き
を
食
ら
い
、

薄
き
を
着
る

う
す
味
の
も

の
を
腹
人
分
目
に
食

べ

て
、

厚
着
を
し
な
い
。

質
素
な
生
活
の
た

と
え
で
す
が
、

長
寿
法
の
原
点
と
い
っ
て

も
よ
い
で
し
ょ
う
。
う
す
味
が
、

高
血
圧

を
予
防
し
て
心
臓
を
守
り
、

う
す
着
が
皮

膚
を
文
夫
に
し
ま
す
。

●
人
は
病
気
の
う
つ
わ

俗
に

″
四
百
四
病
″
な
ど
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
、

人
の
体
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
病

気
に
と
り
つ
か
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
と

い
う
た
と
え
。

人
間
の
体
は
、

ま
さ
に
病

気
の
つ
ま
っ
た
容
器
と
い
っ
て
よ
い
で
し

ょ
う
。

病
気
を
防
ぐ
上
で
、

も
っ
と
も
大
切

な
の
は
ふ
だ
ん
の
食
事
。

大
豆
や
魚
を
忘

れ
ず
に
、

野
業
と
海
藻
を
し
っ
か
り
と
り
、

肉
料
理
は
ほ
ど
ほ
ど
に
す
る
の
が
よ
い
。

●

老
少
不
定

老
人
だ
か
ら
早
く
死
ぬ
と
か
、

若
者
だ

か
ら
、

高
齢
者
よ
り
も
お
そ
く
死
ぬ
と
は

か
ざ
ら
な
い
。

人
間
の
寿
命
と
い
う
も
の

は
、

老
若
に
か
か
わ
ら
ず
、

い
つ
尽
き
る

か
わ
か
ら
な
い
も
の
で
す
。

ふ
だ
ん
か
ら
、

健
康
に
気
を
つ
け
て
、

と
く
に
食
事
に
気

を
つ
け
る
以
外
に
長
生
き
す
る
方
法
は
な

い
の
で
す
。
と
く
に
最
近
で
は

「逆
仏
」

と
い
っ
て
、

親
が
長
生
き
し
て
い
る
の
に
、

そ
の
子
が
成
人
病
で
若
死
す
る
ケ
ー
ス
が

増
え
て
お
り
、

用
心
に
こ
し
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

「養
生
百
歳
食
」
の
こ
と
わ
ざ

長
生
き
の
ヒ
ミ
ツ
は
、

こ
と
わ
ざ
に
あ
り

長
生
き
し
た
人
た
ち
が
、

孫
の
た
め
に

ひ
そ
か
に
残
し
た

「
養
生
百
歳
」
の
ヒ
ケ

ツ
を
こ
と
わ
ざ
に
よ
っ
て
探

っ
て
み
ま
し

ょ
つヽ
。

ム

●
お
茶
好
き
は
老
け
な
い

お
茶
の
好
き
な
方
は
、

い
く
つ
に
な

っ

て
も
若
々
し
い
と
い
う
意
味
。

事
実
、

長

寿
村
に
行

っ
て
み
ま
す
と
、

元
気
に
長
生

き
し
て
い
る
方
は
、

実
に
ひ
ん
ば
ん
に
お

茶
を
飲
み
ま
す
。

お
茶
の
渋
味
は
タ
ン
二

ン
で
す
が
、

こ
の
成
分
に
は
、

体
細
胞
の

老
化
を
防
ぐ
働
き
が
あ
り
ま
す
。

最
近
、

体
内
に
で
き
や
す
い
過
酸
化
脂

質
と
い
う
老
化
物
質
を
抑
制
す
る
作
用
を

持

つ
ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
が
脚
光
を
あ
び
て
い
ま

す
が
、

タ
ン
ニ
ン
に
は
ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
の
十

倍
以
上
も
の
老
化
防
止
作
用
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、

お
茶
に
は
カ

ゼ
な
ど
の
感
染
症
を
防
ぐ
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
も

た

っ
ぶ
り
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

●
血
が
と
ど
こ
お
っ
た
ら
行
者
汁

「
行
者
汁
」
と

い
う

の
は
、

御
獄
山
に

こ
も

っ
て
修
行
す
る
行
者
が
、

体
力
を
維

持
す
る
た
め
に
用
い
た
と
い
わ
れ
る
干
し

シ
イ
タ
ケ
の
ス
ー
プ
の
こ
と
。
こ
の
行
者

汁
を
用
い
て
い
る
と
、

カ
ゼ
も
ひ
か
な
い

し
、

疲
れ
も
せ
ず
に
、

ど
ん
な
に
苦
し
い

断
食
に
も
た
え
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。

″血
の
と
ど
こ
お
り
″
と

い
う

の
は
、

高
血
圧
の
こ
と
で
す
が
、

こ
の
成
人
病
に

は
、

む
か
し
か
ら
行
者
汁
が
用
い
ら
れ
て

き
た
の
で
す
。

シ
イ
タ
ケ
に
含
ま
れ
て
い

る
エ
リ
タ
デ
エ
ン
と
い
う
成
分
に
、

皿
瓶

中
の
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
減
ら
す
作
用
が

あ
る
た
め
、

動
脈
硬
化
と
高
血
圧
に
効
果


